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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者の指定した口座から現金を入出金する自動機において、
前記自動機に入力した利用者毎の出金限度額を、前記自動機に接続されたホストコンピュ
ータに記憶し、
前記自動機から入力した出金限度額と、前記ホストコンピュータに記憶された出金限度額
とを比較し、
前記自動機から入力した出金限度額の方が少額である場合に、前記ホストコンピュータに
記憶された出金限度額を前記自動機から入力した出金限度額で書き換え、
前記自動機から入力した出金限度額の方が高額である場合に、前記ホストコンピュータに
記憶された出金限度額を書き換えないことを特徴とした出金限度額設定方法。
【請求項２】
　請求項１の出金限度額設定方法において、
ホストコンピュータに記憶された出金限度額よりも多い額を出金しようとした際に、前記
自動機に接続した監視システムに通知すると共にメッセージを前記自動機に表示すること
を特徴とした出金限度額設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金融自動機に関する。特にキャッシュカードとパスワードを不正な手段で入
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手した犯罪者が多額な現金を出金できないようにした金融自動機に最適な出金限度額設定
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開2003-168147号公報（自動取引装置および自動取引システム）にみられるように、
異常利用時の暗証番号を予め設定しておき、異常時には通常時とは異なる出金限度額を適
用する公知例が存在した。本発明では、不正な手段でカードを強奪される場合に、犯罪者
に異常時のパスワードを教え、利用額を少なくするとともに通報する効果があった。
【０００３】
　さらに、特開2000-11254号公報（電子キャッシングカードの決済システム）に見られる
ように、ICカードにおいて、電子マネー利用時の出金限度額を設定しておき、限度額異常
の電子マネーを利用しようとした際に通報する公知例が存在した。本発明では、ＩＣカー
ドとパスワードを不正な手段で入手した犯罪者が、ＩＣカード内の多額な電子マネーを利
用することを防止する効果があった。
【０００４】
　さらに、特開2000-182122号公報（現金取引システム及びそれに用いる現金取引装置）
では、カード毎に出金限度額を設定可能とする公知例が存在した。本発明では、不正な手
段でカードを強奪される場合に、犯罪者に異常時カードを渡し、異常時カードの利用額を
少なくするとともに通報する効果があった。
【０００５】
【特許文献１】特開2003-168147号公報
【特許文献２】特開2000-11254号公報
【特許文献３】特開2000-182122号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特開2000-11254号、特開2000-182122号ともに、不正利用時の出金金額を少なくし、被
害を最小限に留めるための発明であった。しかし、これらの２つの公知例は設定方法につ
いては特に触れられていなかった。
【０００７】
　本発明は、利用者毎に出金限度額の設定を自動機で可能にする。また、犯罪者が勝手に
出金限度額を増やして、不正に出金してしまうことを防ぐことも考慮している。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　ホストコンピューターに利用者毎の出金限度額を保存する。利用者は自動機でキャッシ
ュカードを挿入し、パスワードを入力した後に、出金限度額変更のボタンを選択し、出金
限度額の変更が可能である。出金限度額を変更する際には、以前設定した値よりも、少額
でなければならないという制限をつけると、キャッシュカードとパスワードを不正に入手
した犯罪者が、不正に出金限度額を変更することを防ぐことができる。
【０００９】
　もし、出金限度額以上に出金しようとした場合には、犯罪者が利用していると見なし、
「出金紙幣が足りません。他のＡＴＭをご利用下さい」というメッセージを表示すると共
に、ＡＴＭ監視装置に通報し、係員が急行するまで時間を稼ぐことや、「障害が発生しま
した。係員が来るまでお待ち下さい。」というメッセージを表示すると共に、カードを回
収し、ＡＴＭ監視装置に通報する手段も考えられる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明では、出金限度額が自動機で容易に変更できるので、キャッシュカードとパスワ
ードを不正に入手した犯罪者が、多額な現金を出金することを防止する事ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１１】
　以下、本発明の第１の実施例を図１と図６のフローチャートと、図３に示すホストコン
ピューター内の利用者情報と、図４に示すホストコンピューターへの出金限度額変更要求
電文、図５に示すホストコンピューターからの出金限度額変更回答電文を使って説明する
。
【００１２】
　図２は本発明のハードウェア構成図を示す。２００は本発明のプログラムを実行するＣ
ＰＵ、２０１は本発明を実現するプログラムを一時的に記憶する主記憶装置、２０２はカ
ード内の情報を読み取るためのカード読取装置、２０３は本発明のプログラムを記憶する
外部記憶装置、２０４は画面を表示する表示装置、２０５は明細票を印字する明細票印字
機構、２０６は紙幣を出金したり入金したりする紙幣取扱機構、２０７はＪＮＬに印字す
るＪＮＬ印字機構である。２０８はホストコンピューターであり、２０９は監視装置であ
る。
【００１３】
　利用者がカードを挿入し（１００）、暗証番号を入力する（１０１）。取引選択画面か
ら出金限度額変更を選択する（１０２）。次に、利用者が出金限度額を入力する（１０３
）。自動機はホストコンピューターに対して出金限度額変更要求電文を送信する（１０４
）。出金限度額変更要求電文の例を図４に示す。４００は電文の種別を示すフィールド、
４０１は利用した自動機の端末番号のフィールド、４０２は利用者のキャッシュカード内
の口座番号のフィールド、４０３は利用者の入力した暗証番号のフィールド、４０４は利
用者が入力した出金限度額のフィールドである。
【００１４】
　ホストコンピューターは、自動機から出金限度額変更要求電文を受信すると、ホストコ
ンピューター内の利用者情報を検索し、出金限度額のフィールドを更新する。利用者情報
の例を図３に示す。利用者情報は利用者の口座番号のフィールド（３００）と、残高のフ
ィールド（３０１）と、暗証番号のフィールド（３０２）と、出金限度額のフィールド（
３０３）から構成される。ホストコンピュータにて、既に設定してある出金限度額よりも
高い金額に設定できないようすることで、犯罪者が勝手に出金限度額を変更し、自動機に
て多額な現金を出金することを防止することができる。
【００１５】
　自動機はホストコンピューターから出金限度額変更回答電文を受信する（１０５）。出
金限度額変更回答電文の例を図５に示す。５００は電文の種別を示すフィールド、５０１
は利用した自動機の端末番号のフィールド、５０２は送信電文内の口座番号のフィールド
、５０３は利用者情報の更新結果のフィールドである。更新が正しく行われればＯＫ、更
新が失敗したならばＮＧを設定する。
【００１６】
　自動機はホストから出金限度額回答電文を受信した後は（１０５）、利用者にカードを
返却する（１０６）。
【００１７】
　このように利用者が出金限度額を設定した後に、犯罪者が不正な手段でキャッシュカー
ドとパスワードを入手し、出金しようとした際にチェックアウトするフローチャートを図
６に示す。利用者がカードを挿入し（１００）、パスワードを入力する（１０１）までは
図１と同様である。取引選択画面にて、利用者が出金を選択し（６００）、出金金額を入
力する（６０１）。自動機はホストに出金要求電文を送信し（６０２）、ホストから出金
回答電文を受信する（６０３）。出金が許可回答ならば（６０４）、出金し（６０５）、
利用者にカードを返却する（１０６）。ホストからの回答電文が出金限度額オーバーなら
ば（６０６）、監視装置に通報するとともに（６０７）、利用者に対しては自動機が故障
したことを表示し（６０８）、カードを回収する（６０９）。通報を受けた係員が自動機
に駆けつけ、犯罪者を拘束することができる。これによって、犯罪者が不正に多額な現金
を出金することが防止できる。
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【００１８】
　自動機がホストコンピューターから出金限度額オーバーの回答を受信した際の動作とし
ては、利用者に対して自動機内の紙幣残量が少ないため出金できないことを画面上に表示
し、他の自動機の利用を促して時間を稼ぐ方法も考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施例の出金限度額を設定する際のフローチャート。
【図２】本発明のハードウェア構成図。
【図３】本発明の第１の実施例で使用する利用者情報。
【図４】本発明の第１の実施例で使用する出金限度額変更要求電文。
【図５】本発明の第１の実施例で使用する出金限度額変更回答電文。
【図６】本発明の第１の実施例の不正な出金を防止する際のフローチャート。
【符号の説明】
【００２０】
　１００…利用者がカードを挿入するステップ、１０１…利用者が暗証番号を入力するス
テップ、１０２…利用者が出金限度額変更を選択するステップ、１０３…利用者が出金限
度額を入力するステップ、１０４…自動機がホストコンピューターに出金限度額変更要求
電文を送信するステップ、１０５…自動機がホストコンピューターから出勤限度額変更回
答電文を受信するステップ、１０６…自動機が利用者にカードを返却するステップ。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】
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